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１ 計画策定の趣旨 

（１） 男女共同参画社会の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同

参画社会基本法及び日立市男女共同参画社会基本条例に基づき策定するものです。 

（２） 策定に当たっては、第３次ひたち男女共同参画計画の推進状況の検証や市民意識調査

の結果等を踏まえるとともに、国・県の計画や社会情勢等を勘案しています。 

（３） 女性活躍推進計画及びＤＶ対策基本計画を一体化した計画です。 

 

２ 計画の基本理念（⽇⽴市が⽬指す男⼥共同参画社会） 

本計画は、日立市男女共同参画社会基本条例第３条に定める基本理念に沿った男女共同参

画社会の実現を目指します。日立市が目指すのは、次のような社会です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⽅針決定等への 
男⼥参画 
男⼥が社会の対等な構成員として、 
政策や⽅針決定に参画します。 

個⼈の意思の尊重 
男⼥とも性別による差別的扱いを 
受けず、⾃らの意思に基づき、 
個⼈の能⼒を発揮する 
機会が確保されます。 

各分野での 
男⼥共同 

あらゆる分野に 
男⼥が共同して参画し、 
ともに責任を担います。 

男⼥の⼈権尊重 
男⼥の⼈権が尊重され、 

多様な⽣き⽅を選択できます。 

⽇⽴市が⽬指す 
男⼥共同参画社会 
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３ 計画の位置付け 

（１）男⼥共同参画社会基本法に定める市町村男⼥共同参画計画 
本計画は、男女共同参画社会基本法及び日立市男女共同参画社会基本条例に規定された男

女共同参画計画であり、男女共同参画社会の形成促進に関する基本的な計画です。 
 

（２）⼥性活躍推進のための市町村推進計画 
本計画は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」とい

う。）第６条第２項に規定された市町村推進計画を含み、一体としたものです。 
 

（３）ＤＶ被害者保護のための市町村基本計画 
本計画は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（以下「配偶者暴力防

止法」という。）第２条の３第３項に規定された市町村基本計画を含み、一体としたものです。 
 

（４）⽇⽴市総合計画及び⽇⽴市まち・ひと・しごと創⽣総合戦略の分野別計画 
本計画は、「日立市総合計画」基本構想に示された、本市の目指すべき将来都市像と施策の方

向性及び「日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を踏まえた分野別計画です。また、本計画

に定められた基本理念や取組などについては、「日立市総合計画前期基本計画（令和４年度～

令和８年度）」に反映させ、整合性を確保します。 
 

（５）各分野別計画との整合性の確保 
「ひたち若者かがやきプラン」、「ひたち子どもプラン」、「日立市地域福祉推進計画」、「日立

市教育振興基本計画」など、関連する計画との整合性を確保します。 
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４ 計画の期間 

本計画の期間は、令和４年度（2022）から令和８年度（2026）までの５年間とします。ただし、

社会情勢の変化や計画の進捗状況等により、必要に応じて見直しを行います。 

 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

        

 

  

第４次ひたち男⼥共同参画計画 意識調査 策定 

第３次ひたち男⼥共同参画計画 
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１ 計画策定の趣旨 
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５ 計画の策定体制 

（１）⽇⽴市男⼥共同参画審議会 
日立市男女共同参画社会基本条例では、男女共同参画社会の形成促進に関する基本的かつ総

合的な施策及び重要事項を調査審議する附属機関として、日立市男女共同参画審議会を設置す

ることとしています。審議会は、各種団体代表者、学識経験者、公募委員など 17 名で構成され、

男女共同参画事業の推進やらぽーるひたち（女性センター）の運営について、御意見をいただ

き、事業に反映させています。計画策定においては、市民の立場から、これまでの事業の評価

や今後の施策などについて、審議を行いました。 

 

（２）⽇⽴市男⼥共同参画推進本部・⽇⽴市男⼥共同参画推進連絡会議 
庁内組織として、男女共同参画推進本部が総合的な調整を行い、その下部組織である男女共

同参画推進連絡会議が各課所施策の調整等を行いました。 

 

（３）男⼥共同参画計画策定アドバイザー 
計画策定に当たっては、専門的な知識・経験を有する大学教授をアドバイザーとして委嘱し、

指導・助言を受けました。 

 

＜計画の策定体制＞ 
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（４）市⺠意⾒の反映 
本市では、男女の意識や生活を把握し、男女共同参画のより一層の推進が必要な分野や方向性

を捉えるため、定期的に意識調査を実施してきました。令和２年に実施した日立市に住む男女の

生活と意識の調査は、市民 4,000 人を対象として実施し、本計画の基礎データとなっています。

また、様々な立場の団体を対象に、自由討論方式でグループインタビューを実施しました。 

さらには、インターネットを活用した事業所及び大学生を対象としたアンケート調査や、計

画素案に対する市民意見の募集（パブリックコメント）を行い、広く市民の実態や意見を反映さ

せました。 

 

①⽇⽴市に住む男⼥の⽣活と意識の調査 
調査対象者 日立市に住む満20歳以上の男女 合計 4,000 人（男性 2,000 人、女性 2,000 人） 

調査⽅法 郵送配布・郵送回収 

調査期間 令和２年８月 20 日～令和２年９月 10 日 

回収率 51.7％（回収数 2,066 人） 

調査内容 

１．男女の地位や役割について 

２．家庭生活・地域活動について 

３．仕事と生活の両立について 

４．配偶者、恋人などからの暴力について 

５．日立市について 

 

②グループインタビュー 
⽇時 基本的な属性 

令和２年 10 月 27 日  大学生 

令和２年 10 月 27 日  事業者（中小企業等） 

令和２年 10 月 29 日  地域活動をしている人 

令和２年 12 月 ２日  女性活躍をサポートしている人 

令和２年 12 月 ４日  働いている女性 

令和２年 12 月 ９日  子育て中の女性 

令和３年 １月 18 日  子育て中の男性 

インタビュー内容 

【共通テーマ】 

１．男女の地位や役割に関する状況と意識について 

２．子育てや家庭生活、地域活動における男女の役割について 

３．働き方、キャリア形成について 

４．女性の活躍について 

【個別テーマ】 

グループ別にテーマを設定 
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１ 計画策定の趣旨 

（１） 男女共同参画社会の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同

参画社会基本法及び日立市男女共同参画社会基本条例に基づき策定するものです。 

（２） 策定に当たっては、第３次ひたち男女共同参画計画の推進状況の検証や市民意識調査

の結果等を踏まえるとともに、国・県の計画や社会情勢等を勘案しています。 

（３） 女性活躍推進計画及びＤＶ対策基本計画を一体化した計画です。 

 

２ 計画の基本理念（⽇⽴市が⽬指す男⼥共同参画社会） 

本計画は、日立市男女共同参画社会基本条例第３条に定める基本理念に沿った男女共同参

画社会の実現を目指します。日立市が目指すのは、次のような社会です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⽅針決定等への 
男⼥参画 
男⼥が社会の対等な構成員として、 
政策や⽅針決定に参画します。 

個⼈の意思の尊重 
男⼥とも性別による差別的扱いを 
受けず、⾃らの意思に基づき、 
個⼈の能⼒を発揮する 
機会が確保されます。 

各分野での 
男⼥共同 

あらゆる分野に 
男⼥が共同して参画し、 
ともに責任を担います。 

男⼥の⼈権尊重 
男⼥の⼈権が尊重され、 

多様な⽣き⽅を選択できます。 

⽇⽴市が⽬指す 
男⼥共同参画社会 
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５ 計画の策定体制 

（１）⽇⽴市男⼥共同参画審議会 
日立市男女共同参画社会基本条例では、男女共同参画社会の形成促進に関する基本的かつ総

合的な施策及び重要事項を調査審議する附属機関として、日立市男女共同参画審議会を設置す

ることとしています。審議会は、各種団体代表者、学識経験者、公募委員など 17 名で構成され、

男女共同参画事業の推進やらぽーるひたち（女性センター）の運営について、御意見をいただ

き、事業に反映させています。計画策定においては、市民の立場から、これまでの事業の評価

や今後の施策などについて、審議を行いました。 

 

（２）⽇⽴市男⼥共同参画推進本部・⽇⽴市男⼥共同参画推進連絡会議 
庁内組織として、男女共同参画推進本部が総合的な調整を行い、その下部組織である男女共

同参画推進連絡会議が各課所施策の調整等を行いました。 

 

（３）男⼥共同参画計画策定アドバイザー 
計画策定に当たっては、専門的な知識・経験を有する大学教授をアドバイザーとして委嘱し、

指導・助言を受けました。 

 

＜計画の策定体制＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⽇⽴市に住む 
男⼥の⽣活と 
意識の調査 

グループ 
インタビュー 

⽇⽴市 
男⼥共同参画 

審議会 
（市⺠） 事業所アンケート調査 

⼤学⽣アンケート調査 

パブリック 
コメント 事務局︓⼥性若者⽀援課 

男⼥共同参画計画策定アドバイザー 

⽇⽴市男⼥共同参画推進本部 
（市⻑・副市⻑・庁議構成員） 

総合調整 

⽇⽴市男⼥共同参画推進連絡会議 
（関係課所⻑） 

施策調整等 

意⾒ 

報告 
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（４）市⺠意⾒の反映 
本市では、男女の意識や生活を把握し、男女共同参画のより一層の推進が必要な分野や方向性

を捉えるため、定期的に意識調査を実施してきました。令和２年に実施した日立市に住む男女の

生活と意識の調査は、市民 4,000 人を対象として実施し、本計画の基礎データとなっています。

また、様々な立場の団体を対象に、自由討論方式でグループインタビューを実施しました。 

さらには、インターネットを活用した事業所及び大学生を対象としたアンケート調査や、計

画素案に対する市民意見の募集（パブリックコメント）を行い、広く市民の実態や意見を反映さ

せました。 

 

①⽇⽴市に住む男⼥の⽣活と意識の調査 
調査対象者 日立市に住む満20歳以上の男女 合計 4,000 人（男性 2,000 人、女性 2,000 人） 

調査⽅法 郵送配布・郵送回収 

調査期間 令和２年８月 20 日～令和２年９月 10 日 

回収率 51.7％（回収数 2,066 人） 

調査内容 

１．男女の地位や役割について 

２．家庭生活・地域活動について 

３．仕事と生活の両立について 

４．配偶者、恋人などからの暴力について 

５．日立市について 

 

②グループインタビュー 
⽇時 基本的な属性 

令和２年 10 月 27 日  大学生 

令和２年 10 月 27 日  事業者（中小企業等） 

令和２年 10 月 29 日  地域活動をしている人 

令和２年 12 月 ２日  女性活躍をサポートしている人 

令和２年 12 月 ４日  働いている女性 

令和２年 12 月 ９日  子育て中の女性 

令和３年 １月 18 日  子育て中の男性 

インタビュー内容 

【共通テーマ】 

１．男女の地位や役割に関する状況と意識について 

２．子育てや家庭生活、地域活動における男女の役割について 

３．働き方、キャリア形成について 

４．女性の活躍について 

【個別テーマ】 

グループ別にテーマを設定 
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１ 計画策定の趣旨 

（１） 男女共同参画社会の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同

参画社会基本法及び日立市男女共同参画社会基本条例に基づき策定するものです。 

（２） 策定に当たっては、第３次ひたち男女共同参画計画の推進状況の検証や市民意識調査

の結果等を踏まえるとともに、国・県の計画や社会情勢等を勘案しています。 

（３） 女性活躍推進計画及びＤＶ対策基本計画を一体化した計画です。 

 

２ 計画の基本理念（⽇⽴市が⽬指す男⼥共同参画社会） 

本計画は、日立市男女共同参画社会基本条例第３条に定める基本理念に沿った男女共同参

画社会の実現を目指します。日立市が目指すのは、次のような社会です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⽅針決定等への 
男⼥参画 
男⼥が社会の対等な構成員として、 
政策や⽅針決定に参画します。 

個⼈の意思の尊重 
男⼥とも性別による差別的扱いを 
受けず、⾃らの意思に基づき、 
個⼈の能⼒を発揮する 
機会が確保されます。 

各分野での 
男⼥共同 

あらゆる分野に 
男⼥が共同して参画し、 
ともに責任を担います。 

男⼥の⼈権尊重 
男⼥の⼈権が尊重され、 

多様な⽣き⽅を選択できます。 

⽇⽴市が⽬指す 
男⼥共同参画社会 
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③事業所アンケート調査 
調査対象者 日立市内の企業 597 社 

調査⽅法 インターネット調査 

調査期間 令和３年７月 19 日～令和３年８月 13 日 

回収率 20.9％（回収数 125 社） 

調査内容 

１．従業員の構成について 

２．管理職に占める女性の割合について 

３．女性従業員の活躍推進の課題について 

４．育児休業制度及び介護休業制度について 

５．ワーク・ライフ・バランス※１の取組について 

６．各種ハラスメント※２について 

７．一般事業主行動計画※３について 

 

④⼤学⽣アンケート調査 
調査対象者 日立市及び近隣の大学に通う学生 300 人 

調査⽅法 インターネット調査 

調査期間 令和３年９月 27 日～令和３年 10 月 27 日 

回収率 30.3％（回収数 91 人） 

調査内容 

１．あなたご自身のことについて 

２．男女の地位や役割について 

３．家庭生活・地域活動について 

４．仕事と生活の両立について 

５．人権問題・ＤＶについて 

６．男女共同参画の推進について 

 

⑤パブリックコメントの実施 
実施期間 令和４年１月７日～令和４年１月 21 日 

公表⽅法 市ホームページ 

実施結果 15 人（意見：27 件） 

 

 

 

 

 

 

 

  

⽤語の説明 
※1 ワワーークク・・ラライイフフ・・ババラランンスス…仕事と生活の調和のこと。やりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任

を果たす一方で、子育て・介護の時間や、家庭、地域、自己啓発等に係る個人

の時間を持てる健康で豊かな生活を目指す。 

※2 ハハララススメメンントト…………………他者に対する発言・行動等が本人の意図に関係なく、相手を不快にさせたり、

尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えたりすること。 

※3 一一般般事事業業主主行行動動計計画画…………「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画を指す。常時雇用する労働者の数

が100人（令和４年（2022）３月31日までは300人）以下の一般事業主について

は努力義務。事業主が実施すべき取組であり、主には男女を通じた働き方改革へ

の取組、女性の積極的採用や人材育成など採用から登用までの各段階に応じた

取組、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）への取組などがある。 
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１ 世界・⽇本・茨城県の男⼥共同参画の歩み 

（１）国際婦⼈年世界会議（世界） 
世界の男女共同参画への動きは、国連における取組から始まりました。国連は昭和 50 年

（1975）を「国際婦人年」とし、「国際婦人年世界会議」で各国がとるべき措置のガイドライン

として「世界行動計画」が採択されました。また、翌年からの 10 年間を「国連婦人の 10 年」

と定め、女性の地位向上と差別解消に向けての取組を進めました。 

 

（２）⼥⼦差別撤廃条約（世界）、男⼥雇⽤機会均等法（⽇本） 
昭和 54 年（1979）、国連総会で「女子差別撤廃条約＊」を採択、我が国では昭和 60 年（1985）

に、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律」（以下「男女雇用

機会均等法」という。）などの国内法の整備を進めた後、批准しました。 

 

（３）第４回世界⼥性会議＝北京会議（世界） 
平成７年（1995）、北京で世界女性会議が開催され、女性に対する暴力や意思決定への女性

参画などの課題を示した「行動綱領」と、平等･開発･平和のためのあらゆる分野における女性

の参画を求めた「北京宣言」が採択されました。 

 

（４）男⼥共同参画社会基本法（⽇本）、茨城県男⼥共同参画推進条例（県） 
平成11年（1999）、国は「男女共同参画社会基本法」を制定し、男女共同参画社会の実現が21

世紀の我が国の最重要課題であると位置付けられました。 

茨城県においても、平成 13 年（2001）、「茨城県男女共同参画推進条例」が制定されました。 

 

（５）配偶者暴⼒防⽌法（⽇本） 
平成 13 年（2001）、国は「配偶者暴力防止法」を制定し、ＤＶの防止及び被害者の保護を

図りました。 

 

（６）⼥性のチャレンジ⽀援策（⽇本） 
平成 15 年（2003）、国は社会のあらゆる分野において指導的地位に女性が占める割合が令和

２年（2020）までに少なくとも 30％程度になることを目標に、女性のチャレンジ支援策に取り

組むことを閣議決定しました。 

  

* 用語の解説は、資料編の用語解説 参照（p.86） 
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１ 計画策定の趣旨 

（１） 男女共同参画社会の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同

参画社会基本法及び日立市男女共同参画社会基本条例に基づき策定するものです。 

（２） 策定に当たっては、第３次ひたち男女共同参画計画の推進状況の検証や市民意識調査

の結果等を踏まえるとともに、国・県の計画や社会情勢等を勘案しています。 

（３） 女性活躍推進計画及びＤＶ対策基本計画を一体化した計画です。 

 

２ 計画の基本理念（⽇⽴市が⽬指す男⼥共同参画社会） 

本計画は、日立市男女共同参画社会基本条例第３条に定める基本理念に沿った男女共同参

画社会の実現を目指します。日立市が目指すのは、次のような社会です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⽅針決定等への 
男⼥参画 
男⼥が社会の対等な構成員として、 
政策や⽅針決定に参画します。 

個⼈の意思の尊重 
男⼥とも性別による差別的扱いを 
受けず、⾃らの意思に基づき、 
個⼈の能⼒を発揮する 
機会が確保されます。 

各分野での 
男⼥共同 

あらゆる分野に 
男⼥が共同して参画し、 
ともに責任を担います。 

男⼥の⼈権尊重 
男⼥の⼈権が尊重され、 

多様な⽣き⽅を選択できます。 

⽇⽴市が⽬指す 
男⼥共同参画社会 
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